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電力・ガス取引監視等委員会 第４５回制度設計専門会合 議事概要 

 
 
１．日時 ２０２０年２月１０日（月）１5 ００～１5 ２０（ガスのみ） 
 
２．場所 経済産業省本館１７階第１～第３共用会議室 
 
３．出席者（委員） 

稲垣座⾧、林委員、圓尾委員、安藤委員、岩船委員、大橋委員、草薙委員、 
新川委員、武田委員、辰巳委員、松村委員、山内委員 

（オブザーバー・ガス） 
大浦 夏樹   JXTGエネルギー株式会社 ガス事業部 部⾧ 
佐藤 美智夫  東京電力エナジーパートナー株式会社 取締役副社⾧ 
沢田 聡    一般社団法人 日本ガス協会 専務理事 
松井 毅    大阪ガス株式会社 代表取締役 副社⾧執行役員 
(代)後藤 和彦 一般社団法人 日本コミュニティーガス協会 業務部⾧ 
下堀 友数   資源エネルギー庁 ガス市場整備室⾧ 

 
４．議題（ガスのみ） 

・ガス導管事業者の法的分離にあわせて導入する行為規制の詳細について 
 
５．意見等 
 事務局から 
 「一般ガス導管事業者の体制整備」について 

  2022年4月施行の改正ガス事業法では、ガス導管事業者の中立性を確保することによりガ
ス供給事業者間の適正な競争関係を確保するため、情報の目的外利用の禁止・差別的取扱いの
禁止に上乗せする形で、ガス導管事業者が以下の３つの体制整備等を行うことを義務付ける。 

① 情報を適正に管理するための体制整備 
② 業務の実施状況を適切に監視するための体制整備 
③ その他適正な競争関係を確保するために必要な措置 

具体的な内容について省令で規定することとされているので、その詳細について議論願いた
い。また、これらを具体化した10項目を定め、「執務室の物理的隔絶」「システムの論理的
分割」「監視部門の設置」の３項目については負担が大きくなることからメーター取付数30
万個未満の一般ガス導管事業者には義務付けない。 

事務局提案のまとめ 
  一般送配電事業者並の体制整備義務を課す事業者の基準は、ガスメーターの取付数が３０
万個以上の一般ガス導管事業者としてはどうか。 
  基準に該当しない一般ガス導管事業者については、法的には執務室の物理的隔絶等負担の
比較的大きいと考えられる体制整備を求めないものの、ガイドライン上望ましい行為として
位置付け、その状況について、事業監査を通じ確認することとしてはどうか。 
  なお、特定ガス導管事業者の体制整備については、本日の議論も踏まえ、次回以降検討する。 
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委員等から 

  新規参入者から一般ガス導管事業者の行いについて、問題行為の疑いがあると監視等委員
会に通報があり、義務付けを外していたからだと分かってきた場合には、義務付けの対象外と
位置付けることに無理があることや、基準そのものについて修正を加える検討に入るべきと
考える。それを前提で通常の業務監査を行っていただきたいと考える。 
  中立性の確保は求められていることを十分認識した上で、疑念を抱かれるような行為を避
けるように対象外の事業者も注意していただきたい。 
  体制整備について、最低限ここまではやるという義務を省令レベルで規定する構造になっ
ているので、一部必須の条件にしないまでも代替的な方法で中立性確保のところを補うとい
う視点は必要になる。それが分かるような省令の文言の規定にして頂きたい。 
  都市ガスを拡大することが大前提にあり、30万個を超えると余計な規制が掛かってくるか
ら努力はしないということがあるならば反対の方向になるので、上場・非上場、メーター数30
万個だけでなく他の要素を絡めて線引きをしたら良いと考える。 
  競争の実態が変わってくれば、30万個を切ったところでも対応を求めるようにしたらよい
と考える。 
  代替措置として託送業務に携わる従業員に一筆求める（情報を適切に管理する、目的外に利
用しない等、定められているがそれについて遵守することの確認を求める。）ということもあ
ると考える。中小事業者にコストは掛からないし、消費者にもコストが転嫁されることは無い
ので検討に値すると考える。 
  都市ガス事業者大手３社の規模が突出しており、８割の事業者が従業員100名以下との特徴
がある。事務局案はガス事業者の様々な実態や特徴を捉え体制整備義務には一定の基準を設
けるといった整理をなされたと受け止めている。事業者は中立性の確保と需要家利益に繋が
る効率性の追求を両立させるために、適切に対応を図っていくと考えている。 

 
 事務局からの回答 

  体制整備の項目を義務付ける基準として、上場企業を要件にとのご指摘があったが、適正な
競争関係の観点からガス事業者の一般的な規模を表すメーター数を採用するのが適切ではな
いかと考えている。 
 （9頁の）①⑦の体制整備についての代替措置の義務がかからなかった事業者についても設
けていくことを進めていくべきではないかとのご意見については、③や⑨の規定の中で事業
者の判断で設けていくといったことも有ると思われる。ガイドラインにおいて①②⑦の項目
を措置することを望ましい行為として位置付けるわけだが、その際に代替措置を含めて沿っ
て行くことが望ましいと記載することも考えられるので、その様な方向で検討していきたい
と考えている。 

 
 座⾧  

  委員の意見と事務局案が一致していることと、事務局の提案に異論がないことから原則事
務局案の通りとしてすすめ、取り纏めの際に全体を通じて確認をすることとしたい。 

 
以上 
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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 

ガス事業制度検討ワーキンググループ（第12回）審議概要 
 

 
１．日 時 ２０２０年２月２１日（金） １０ ００～１１ １０ 
 
２．場 所 経済産業省本館１７階 第１特別会議室 
 
３．出席者＜委員＞  

山内座⾧、市村委員、大石委員、男澤委員、柏木委員、橘川委員、草薙委員、 
武田委員、二村委員、又吉委員、松村委員、山野委員 

＜オブザーバー＞  
佐藤 美智夫 東京電力エナジーパートナー株式会社 取締役副社⾧ 
沢田  聡 一般社団法人日本ガス協会 専務理事 
戸出  繁 国際石油開発帝石株式会社 国内エネルギー事業本部  ガス事業

企画ユニット ジェネラルマネージャー 
中島 俊朗 石油資源開発株式会社 執行役員 広報IR部担当、経営企画部担当

役員補佐 
川口ヤスヒロ ＪＸＴＧエネルギー株式会社 リソーシズ＆パワーカンパニーガ

ス事業部 
＜経済産業省＞  

下堀ガス市場整備室⾧、 他 
 

４．議事次第 
  1．開会 
  2．説明・自由討議 

  熱量バンド制に関する検討 
3．閉会 

 
５．議事概要  

事務局より資料説明後、自由討議 
議題１  
＜熱量バンド制に関する検討について＞ 

  事務局より、熱量バンド制の効果及び担保すべき要素に必要なコストについて調査・分
析した結果を報告し、その結果を踏まえてこれまで提示した選択肢等について議論をした。
熱量バンド制導入による効果としては、以下の事項が挙げられる。 

① 増熱材(LPG)添加コスト低減。 
② LNG調達先多角化による供給安定性の向上及び調達価格低減 
③ 電力事業者・ガス事業者の導管の相互接続による供給安定性の向上 
④ 熱調設備が不要になることによるLNG基地と導管網との接続の容易化によりもたらさ

れる競争活性化 
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⑤ ガス機器の輸出価格低減及びメーカーの国際競争力強化 
⑥ バイオガス・水素等の将来的なガス導管への注入による地球温暖化対策 
  熱量バンド制が担保すべき要素と必要なコストについては以下の通りとなる。 

①需要家の安全性 ②需要家の利便性 ③小売料金・託送料金の正確性 ④一般ガス導
管事業者の供給能力及び気化器・熱量調整設備等の供給能力 
  現在の標準熱量制を基準として、標準熱量の引き下げや熱量バンド制の選択肢を比較す
ると、バンド幅が大きくなればなるほど効果に比べてコスト額がより大きく超過すること
がわかった。 
  コストについては、バンド幅が比較的小さい場合には、機器対策費が限定されると想定
され、また、課金方法等の制度設計によっては、コストの低減化も考えられ、定性的な評
価も含めて総合的な判断の可能性も出てくるのではないか。加えて、小さなバンド幅であ
ったとしても導入することとなれば、制度やシステム等の対応が行われることになるため
必要に応じて将来に大きなバンド幅への移行を選択肢として、検討を行う際にハードルを
下げることに資するのではないか。 
  これらを踏まえ、具体的な制度設計の検討を進めながら、現行の標準熱量制と比較しつ
つ標準熱量の引き下げや小さいバンド幅の選択肢から優先的に取り上げ、引き続き検討を
継続することとしてはどうか。 

   
委員から 

  製造設備、導管設備、システムの新設等、新規参入者にかかるコストも今後の検討にお
いて計算していただきたい。また、需要家への周知等のコストについても来年度は定量的
に記載するようお願いしたい。 
  具体的なコストの精査をお願いしたい。 
  具体的な制度設計の検討を進めていくことでコストダウンになるものが有ると考える。
⾧期的にしっかりと、どの様にすれば低廉化を図れるのか考えて行くべきと考える。 
  機器対策費用を的確に把握した上で検討していただくため、バンド幅の全てのケースに
おいて機器対策費を試算していただきたい。また、バンド制移行後に必要となったシステ
ム等の維持管理費も必要となるため、コスト試算をする際には考慮していただきたい。 
  安定供給を高めるため日本中のLNG基地を繋ぐとなればレジリエンスも高まるし効率
性も高まるが、実際に行うとなると膨大なコストと年月がかかる。ガス体産業が将来どう
なるのか明らかになっていないため、試算することも、合理的な絵を描くことも難しいの
で、ガス体産業の将来についても並行して検討していくことが合理的と考える。 
  ⾧期的には、バイオガス等を増やしていく可能性もあることを考えると熱量にばらつき
がでてくるため、コストがあまり掛からない一定規模のバンド制を一つの選択肢として重
要視するべきと考える。 
  国のエネルギー政策を待つのではなく、民間の持っているビジョンそのものが問われる
べきではないかと考える。バンド制がガス業界の競争を活性化する効果があると言うが、
電力業界やガス業界の競争マインド自体に問題があると考える。 
 

 事務局より 
  ３月のWGで中間整理を行うこととしたい。 
次回、３月27日(金)10 00～12 00とし、議題・場所については別途案内する。 
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産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会ガス安全小委員会（第 21回）の概要 

（令和 2年 3月 11 日の開催は中止され書面審査に変更） 

 

議題１．ガス安全高度化計画のフォローアップ状況等について 

１．安全高度化指標の達成状況 

 （１）2019 年単年の事故発生状況及び指標に対する達成状況 

 

過去の事故発生状況 

(2010 年時点／年（注 1）) 

安全高度化指標 

(2020 年時点／年) 

2019 年 

事故発生状況 

過去 5年の 

事故発生状況（注 2） 

（昨年値）（注 3） 

指標に対する 

達成状況 

全 

体 

死亡

事故 
3.6 件 1 件未満 2 件 0.8 件（0.6 件） 指標達成 

人身

事故 
42.6 件 20 件未満 31 件 26.8 件（28 件） 

指標に 

近づきつつある 

消
費
段
階 

死亡

事故 
2.8 件 0.5 件未満 0 件 0.2 件（0.4 件） 指標達成 

人身

事故 

排ガス CO 中毒事故 

13.6 件 

排ガス CO 中毒事故 

5 件未満 

排ガス CO 中毒事故 

6 件 
4.6 件（5.4 件） 指標達成 

排ガス CO 中毒事故以外 

15.4 件 

排ガス CO 中毒事故以外 

10 件未満 

排ガス CO 中毒事故以外 

12 件 
10.2 件（11 件） 

指標に 

近づきつつある 

供
給
段
階 

死亡

事故 
0.6 件 0.2 件未満 2 件 10.2 件（11 件） 

指標に 

近づきつつある 

人身

事故 
12.8 件 5 件未満 13 件 11.8 件（11.6 件） 指標と開きあり 

製
造
段
階 

死亡

事故 
0.2 件 0.2 件未満 0 件 0 件（0件） 指標達成 

人身

事故 
0.8 件 0.5 件未満 0 件 0 件（0件） 指標達成 

 

 （２）ガス事業法に係る事故の原因 

  ・製造段階における事故原因としては、ガス切れや事業者の不注意等に起因する誤作動、ガス工作

物の不備が多い。 

  ・供給段階における事故原因で最も多いのは、他工事に起因するものであり、約 46％をしめてい

る。次いで本支管・供給管等の不備（経年等）によるものが約 21％となっている。 

  ・消費段階では、ガス漏えいによる着火等が約 98％で太宗を占めている。排気ガスによる CO 中毒

事故は約 2％であるが、CO 中毒事故は人身被害に直結するものであり、重大な事故となるおそれ

があるため、引き続き重点的な対策が必要である。 

 

２．2019 年の都市ガス事故について 

 （１）全体動向 

  ①事故報告件数 

   事故報告件数は 441 件で、前年の 403 件より 38 件増加した。 

   このうち B級以上の事故は 2件発生した（前年は 3件）。 

  ②死傷者数 

   死亡者を伴う事故は 2件発生した（前年の死亡事故は 0件）。 
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   負傷者（CO 中毒を含む。）を伴う事故は 31件発生し、前年より 3件増加した。 

   負傷者数は 39 人で、前年より 15人減少した。 

 

 

 （２）各段階別の事故状況 

  ①製造段階 

   事故報告件数は、2件で前年と比べて 7件減少した。死傷者を伴う事故は、2010 年から 10年連

続して発生しなかった。 
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  ②供給段階 

   供給段階におけるガス事故報告件数は、278 件と前年と比べて 53件増加し、2019 年の事故件数

全体の約 63％を占めた。 

   原因別にみると、例年と同様に他工事による事故が最多であり、148 件と前年より 55 件増加し、

供給段階事故の約 53％を占めた。また、経年劣化による事故を含むガス工作物の不備による事故は

56 件と前年より 16件増加し、導管工事等の自社工事による事故は前年と同数で 9件となった。 

   死傷者を伴う事故については、死亡事故が 2件発生し、負傷事故も 13 件と前年から 1件増加し

た。 

 

 

  ③消費段階 

   消費段階事故は、2006 年に顕在化したガス瞬間湯沸器の CO 中毒事故等を踏まえ、安全・安心に

対する意識の高まり等を背景に、2013 年をピークとして、2014 年は前年比で約 24％減少し、2015

年は前年比で約 38％減少している。2013 年から 2015 年の増減は、FF式レンジフード型給湯器のケ

ーシング変形による事故件数の増減が主な要因である。なお、本件は、ガス事業者および機器メー

カーが積極的に点検・部品交換を実施している過程で多く発見されたもので、事故原因は当該機器

のガス開閉弁の故障（経年劣化）により、機器内に滞留した未燃ガスへの異常着火によるものと推

定されている。 

   死傷者を伴う事故については、2012、2013 年は死亡事故の発生がなく、2014、2015 年にはそれ

ぞれ 1件（いずれも一酸化炭素中毒事故）発生したが、2016 年以降は死亡事故が発生しなかった。

2019 年の人身事故件数は、前年より 2件増加し 18件、一酸化炭素中毒事故件数は前年より 1件減

少して 6件だった。 
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３．2018 年度経年管対策の実施状況について（省略） 

  （注）今後の計画（次期安全高度化計画）については、議題２を参照。 

 

議題２．次期ガス安全高度化計画について 

１．全体スケジュール 

 

 

２．個別検討項目 

（１）2020 年時点での達成見通しの確立（実施項目②） 

 ●現行の安全高度化指標については、全般的には指標達成に近づきつつある状況 

 ●2020 年時点での指標達成に向けて、各段階でアクションプランを実行するとともに、次期計画の

安全高度化指標やアクションプランを検討【次回ガス安全小委員会にて審議予定】 

 

 
 



5 
 

（２）今後のガス事業展開と想定リスク（実施項目③） 

・前回ガス安全小員会（2019 年 11 月）において今後のガス事業展開に関して、スマートメーター

活用は保安の向上に資するため検討を推進してもらいたいとの提言があった。 

・また、複数の委員より、昨今の自然災害激甚化を踏まえ、想定リスクとして「自然災害」を加

えてはどうかとの提言があった。 

・加えて、災害が発生した後の復旧の目途等については、定量的な指標化は困難であるが、何ら

かの形で計画に織り込めないかとの提言があった。 

・今回は、上記 3点について再検討を実施。 

 

 ●スマートメーター活用（実施項目③－1） 

  次年度検討するアクションプランにおいて、スマートメーター活用の織り込み方法を検討。 

 

 ●想定リスクへの自然災害追加（実施項目③－2） 

①担い手や需要家等の構造変化 

（工事担い手不足、高齢者・外国人比率増加、災害対応等未経験者の増加等） 

②ガスシステム改革による構造変化 

（新規小売事業者の増加、導管部門分社化、連携意識の変化） 

③新たなデジタル技術の導入に伴う変化 

（スマートメーター、IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）など新たなデジタル技術の導入に伴う

変化） 

④自然災害の多発化・激甚化 

（二次災害発生・供給停止期間の長期化） 

 

 

今後のアクションプラン検討の前提条件とする 

 

●安全高度化指標（実施項目⑥） 

①消費段階 

 ・家庭用：安全型機器の普及等により、CO 中毒、CO中毒以外ともに減少。 

 ・業務用：業務用換気警報器の普及等により CO中毒が減少。一方 CO 中毒以外は増加。 

  ⇒ 全体的に現行の安全高度化期間を通じて、新たな対策が奏功した。 

 ・非安全型機器の取替えも限界を向かえてきているところ、追加対策としては、周知等のソフト

面の対策が中心となり、大幅な削減は困難。 

 ・そのため、次期安全高度化指標は【現行指針の継続】を目指すことが妥当ではないか。 

②供給段階 

 ・人身事故は、これまでの対策の成果により着実に減少してきているもの、指標からは開きがあ

り、供給段階における指標（5件未満）の達成は困難な状況。 

 ・自社工事については「作業ミスの低減に重点を置いた教育や訓練」を繰り返すことで、他工事

については「関係省庁連携の拡大による他工事作業者への啓発活動強化」によって、あらため

て指標 5件未満を目指す。 
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③製造段階 

 ・現行安全高度化期間内においては死亡事故・人身事故とも未発生である。 

 ・一方、過去 20 年間では製造段階においても死亡・人身事故が発生している実態や、環境変化

に伴う今後の想定リスク（地震発生時の更なる対応力強化 等）を踏まえ、次期安全高度化指標

は【現行指標の継続】を目指すことが妥当ではないか。 

 

 

・各段階で過去の事故分析、環境変化の影響、追加対策を検討した結果、不確定要素が多くある

が、基本的に次期安全高度化指標は【現行指針の継続】を目指すとともに、死亡事故の指標に０

からを追記し、死亡事故ゼロの目標を再認識することとしてはどうか。 

 

（３）定量的アクションプラン（実施項目⑦） 

定量的なアクションプラン（本支管経年対策（ねずみ鋳鉄管、腐食劣化管）、内管の経年管対

策、耐震化率）について達成見通しの整理、次期計画数値目標の検討を実施 

 

  ●2020 年度以降残存する要対策ねずみ鋳鉄管への対応（⑦－1 本支管） 

   ・2020 年度以降も残存する要対策ねずみ鋳鉄管は、引き続き早期完了を目指す。 

   ・残存理由が個別事情によるものであるため、大手 2 社の着工困難要対策ねずみ鋳鉄管と同様

に、残存事業者に対して削減実績を毎年フォローするのはどうか。 

本支管の経年管対策の方針 

管種 要対策導管 維持管理導管（※） 

ねずみ鋳鉄管 

2020 年度で対策完了 
⇒個別事情により残存する路線 
については、引き続きフォローを 
行い、対策を促す 

適切な維持管理を行いつつ、より細

かな優先順位付けに基づいた対策を

進め、2025 年度までに完了する計

画で対策を進める。 

腐食劣化対策管 

（白、黒、AJ 巻管） 
－ 

維持管理導管としてリスクを監視し

ながら、より細かな優先順位付けに

基づいた対応を行う。 

   （※）維持管理導管については、事故を抑止できていることから、現計画を踏襲する。 

 

  ●2020 年度以降に残存する公的施設への対応（⑦－2 内管） 

   ・公的施設における経年埋設内管は、2021 年度以降の改善計画、資金面での課題や他律的要因

により、一部残存するものの、2020 年度で概ね完了する見込みである。 

   ・2020 年度以降も残存する公的施設については、引き続き対策を進め、早期に完了することを

目指す。 

   ・次期安全高度化計画においては、残存理由が個別事情によるものであるため、残存事業者に対

して削減実績を毎年フォローすることとする。 

 

  ●2020 年度以降に残存する保安上重要な建物への対応（⑦－2 内管） 

   ・保安上重要な建物における経年埋設内管は、2020 年度末で 4 万本が残存する見込みである。 
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   ・残存する保安上重要な建物については、「将来的な改善完了を目指していく」という理念を継

続し、次期安全高度化計画では、公的施設の次の改善目標を設定する。 

   ・しかし、ガス事業者がこれまでに繰り返し折衝していること、改善が進まない要因に需要家の

個別事情があることから、大幅な改善は困難な見込みである。 

   ・そのため、国・関係機関・ガス事業者・需要家との協働により公的施設の改善が進んだ実績を

踏襲し、保安上重要な建物のうち「公的施設に準ずる建物」※については、2030 年度までの改

善完了を目指す。 

      ※建区７ 特定公共用、建区９ 一般業務用のうち学校、病院等 

   ・その他の民間施設については、現行計画通り、努力目標として位置付ける。 

 

内管の経年管対策の方針 

施設区分 保安上重要な建物に所在する埋設内管 

民間施設 可能な限り 2030 年度までの改善

完了に努める。 

・国の広報事業をはじめとした各種

安全周知活動を実施する。 

・改善の同意を得られなかった需要

家についても、ガス事業者は各種

業務機会を捉え、定期的な周知・

啓発を行う。 

 うち公的施設に

準ずる建物※ 

2030 年度までの改善完了を目指

す。 

公的施設 2020 年度で概ね対策完了 
⇒個別事情により残存する路線につい

ては、引き続きフォローを行い、対

策を促す 

    ※建区７ 特定公共用、建区９ 一般業務用のうち学校、病院等 

 

  ●耐震化率 

   ・ガスの供給停止を抑えるべく、当面は耐震化率向上に努めることが望ましい。 

   ・現状の非耐震管入取替工事ペースを維持することで、2030 年度に 95％となるよう、引き続き

対策に努めてはどうか。 

 

議題３．近年の災害対応について 

１．近年の台風・豪雨災害における対応状況 

（１）概要 

  ●ガス事業における台風・豪雨での被害傾向 

   ・ガス導管等については大部分が埋設されており、風雨による影響は基本的に受けにくい条件に

ある。 

   ・一方、近年の台風・豪雨時のような極端な大雨の場合においては、土砂災害に伴う導管の損傷

やガス設備の冠水等による二次災害を防止するため、保安措置として供給停止を実施してい

る。 

（２）近年の台風・豪雨による被害状況 

  ①平成 30 年 7 月豪雨 

   ガス事業の供給支障は約 600 戸（都市ガス 290 戸、旧簡易ガス 307 戸）と影響は限定的であっ

た。 

  ②令和元年台風第 15 号、第 19 号 
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   台風 15 号は供給支障無し、第 19 号の供給支障は約 1600 戸（都市ガス約 1300 戸、旧簡易ガス

約 300 戸）と影響は限定的であった。 

 電力 水道 固定電話 ガス 

台風 15 号 約 93 万戸 約 14 万戸 約 18 万戸 0 

台風 19 号 約 52 万戸 約 17 万戸 約 1 万戸 約 0.2 万戸 

 

（３）今後の台風・豪雨に対する対応の向上に向けた取り組み 

  ●台風・豪雨に対する対応の向上に向けた取組みの観点と対応 

   ・事故報告対象未満の比較的小規模な供給支障等であっても、台風、豪雨災害のような場合に

は、被害が同時多発する場合があることから迅速に被害情報を収集し、被害の全体像を把握す

ることが、その後の復旧活動のためには重要である。このため、被害情報の共有に係る認識・

役割を整理し、自律的な情報集約・把握が行える機能を整えることが望ましい。 

     台風・豪雨に伴う被害の適切な共有 ⇒ ①新たな情報収集体制の整備 

 

   ・自治体等が策定しているハザードマップにおける土砂災害、内水氾濫等の想定地域内に設置さ

れているガス工作物の所在を再確認し、台風・豪雨による災害が生じた場合には、適時適切に

保安措置を行えるようにすることが望ましい。 

     保安措置としての供給停止の確実な実施 ⇒ ②土砂災害、内水氾濫等の想定地域内に設置

されているガス工作物の再確認 

台風・豪雨に対する対応の向上に向けた対応 

①新たな情報収集体制の整備 

 ・台風、豪雨災害時の事故報告対象未満の小規模な供給支障事案についても、迅速に被害情報

を収集し、被害の全体像を把握するために被害情報の共有に係る認識・役割を整理し、事業

者による自律的な情報共有ルールを整備。一般導管事業においては、2020 年 4 月より運用

開始（旧簡易ガス事業は 2020 年以降、地域毎に順次運用開始予定） 

●報告ルールの概要 

【実施内容】：通常の事故報告対象以外のＭＥＴＩ報告を実施 ⇒ 臨時対応 

【発動条件・対象事業者】 

 供給エリアにおいて、下記の（1）または（2）の状態となった場合、臨時対応を開始 

 （1）警戒レベル 4 相当の「土砂災害警戒情報」等が概ね 4 時間以上継続発表 

 （2）市町村から警戒レベル 4「避難勧告」や「避難指示（緊急）」が発令 

【報告・確認経路】：事故報告と同じ経路 

 （事業者⇔保安監督部（日本ガス協会、日本コミュニティーガス協会に同報）⇔安全室） 

【報告対象】：発動条件に記載のエリアで発生した明らかに台風影響と判断される下記事象 

       ①土砂崩壊等による本支供給管の折損に伴う 30 戸未満の供給支障 

       ②早急に防護が必要と判断される高圧・中圧の導管露出 

       ③供給支障に至る卸供給の途絶等 

  

②ハザードマップ確認 

 ・行政庁が策定しているハザードマップを活用し、土砂災害、内水氾濫等の想定地域内に設置

されているガス工作物の所在の再確認、把握しておくことにより、被害発生時には迅速な保

安措置を実施する。 
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２．レジリエンス点検を踏まえた地震対策の提言事項等への対応状況について（省略） 

３．連携協力ガイドラインの改正について（省略） 

 

議題４．その他 

１．ガス分野におけるスマート保安について 

  ●スマートメーターの普及拡大 

  ・今後、ガス分野においてはスマートメーターの普及拡大が期待されており、保安・レジリエンス

強化の観点からも有効な手段である。 

  ・具体的には、遠隔から作業・情報収集が可能となることで、①地震復旧の迅速化、②供給支障事

故時の現場状況把握、③緊急保安の向上などがあげられる。 

  ・今後、必要に応じて、国も含めてスマートメーター普及拡大に向けた支援策を検討する。 

 

２．「供内管腐食対策ガイドライン」改定案（省略） 

３．水素導管供給の技術調査事業結果について（省略） 

 

４．自主保安の「見える化」制度について 

  ●2020 年度以降の方向性及びフォローアップ（経済産業省） 

  ・ガス小売事業者による「自主保安の取組状況の公表」を促すべく、公表の目安となる項目を経済

産業省ウェブサイトに掲載。関係団体と連携し、事業者への公表働きかけを実施。 

  ・「自主保安の取組状況の公表」事業者については、消費者がガス小売事業者を選択する際の一助

とするべく、経済産業省ウェブサイトにて事業者名リストを掲載（2020 年 4 月以降順次） 

  ・事業者による自主保安の取組状況の公表を促すため、ガス安全小委員会において、毎年、公表事

業者数についてフォローする。 

  ・自主保安の取組及び公表状況については、ガス保安功労者経済産業大臣表彰制度において功績を

評価する。 

 

５．ガス事業法の手続に関する電子申請について 

   経済産業省本省及び各地方の産業保安監督部に提出されている年間約 25 万件（うち、ガス事業

法に関する手続は年間約 1 万件）の産業保安・製品安全法令における申請に関し、官民双方のコス

ト合理化・情報の電子化を図るため、審査・提出書類の抜本的見直し、申請オンライン化に着手。 

   ガス事業法に基づく手続については、2020 年 1 月 6 日から運用開始。 

 

ガス事業法における電子届出対象手続 

ガス小売事業者の毎年のガス事故 

一般ガス導管事業者の毎年のガス事故 

特定ガス導管事業者の毎年のガス事故 

ガス製造事業者の毎年のガス事故 

ガス小売事業者／一般ガス導管事業者／特定ガス導管事業者／ガス製造

事業者の導管改修実施状況 
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ガス事業法における電子届出対象手続 

旧簡易ガス事業者の導管改修実施状況 

毎年の消費機器の調査結果 

 

６．都市ガス業界における「新型コロナウイルス感染症」の対応状況（省略） 

７．コミュニティーガス事業における新型コロナウイルス感染症対策の取組状況について 

 （１）（一社）日本コミュニティーガス協会の対応 

   ①会長を本部長とする対策本部の設置（2 月 25 日） 

   ②本部開催の理事会をはじめとする諸委員会の中止（2 月 26 日） 等 

 （２）会員事業者の主な取り組み 

   ①感染拡大を防止する具体的な取り組み事例 

   ②従業員とその家族への配慮・保護のための取り組み事例 等 

以上 



 ▲は、生産動態統計で旧簡易ガスに区分された旧一般ガスの供給区域。

2017年4月
～2019年6月

2020年
3月1日

2020年
6月1日

2020年
9月1日

経過措置 経過措置 経過措置 経過措置

指定団地 指定団地 指定団地 指定団地

1 2.9% 0 1 2.4% 0 1 2.1% 0 1 2.1%
北海道 333 10 343 -5 0 330 8 338 1 331 7 338 0 331 7 338

▲ 4 5.9% 0.6% 4.6% 5.9% 0.0% 5.4% 0.7% 4.6% 8.3% 5.4% 0.6% 4.6% 0.0% 5.4% 0.6% 4.6%

88 13.3% 0 99 5.9% 0 99 5.9% 0 99 5.9%
東北 542 83 625 -14 0 575 36 611 0 575 36 611 0 575 36 611

▲ 1 9.6% 4.8% 8.5% 16.5% 0.0% 9.3% 3.2% 8.4% 0.0% 9.3% 3.2% 8.4% 0.0% 9.3% 3.2% 8.4%

266 34.3% 4 393 25.1% 2 395 24.9% 3 398 24.8%
関東 1,385 722 2,107 -24 21 1,558 522 2,080 4 1,562 518 2,080 3 1,565 515 2,080

▲ 7 24.5% 41.8% 28.6% 28.2% 30.4% 25.3% 45.8% 28.5% 33.3% 25.3% 46.0% 28.5% 25.0% 25.3% 46.2% 28.5%

124 28.9% 8 170 20.9% 0 170 20.7% 1 171 20.6%
中部 468 190 658 -11 8 512 135 647 1 513 134 647 1 514 133 647

8.3% 11.0% 8.9% 12.9% 11.6% 8.3% 11.9% 8.9% 8.3% 8.3% 11.9% 8.9% 8.3% 8.3% 11.9% 8.9%

10 0.0% 0 10 0.0% 0 10 0.0% 0 10 0.0%
北陸 292 0 292 -10 0 281 0 281 0 281 0 281 0 281 0 281

5.2% 0.0% 4.0% 11.8% 0.0% 4.6% 0.0% 3.9% 0.0% 4.6% 0.0% 3.9% 0.0% 4.5% 0.0% 3.9%

123 33.4% 7 187 24.8% 0 187 24.8% 0 187 24.8%
近畿 679 340 1,019 -11 10 758 250 1,008 0 758 250 1,008 0 758 250 1,008

12.0% 19.7% 13.8% 12.9% 14.5% 12.3% 21.9% 13.8% 0.0% 12.3% 22.2% 13.8% 0.0% 12.3% 22.4% 13.8%

86 13.1% 9 105 6.5% 0 105 6.5% 1 106 6.4%
中国 549 83 632 -19 11 573 40 613 0 573 40 613 1 574 39 613

9.7% 4.8% 8.6% 22.4% 15.9% 9.3% 3.5% 8.4% 0.0% 9.3% 3.5% 8.4% 8.3% 9.3% 3.5% 8.4%

50 17.6% 4 71 9.4% 3 74 8.5% 2 76 8.0%
四国 291 62 353 -3 5 318 33 351 3 321 30 351 2 323 28 351

5.1% 3.6% 4.8% 3.5% 7.2% 5.2% 2.9% 4.8% 25.0% 5.2% 2.7% 4.8% 16.7% 5.2% 2.5% 4.8%

166 20.4% 10 215 9.7% 0 215 9.5% 1 216 9.0%
九州 931 238 1,169 3 14 1,058 114 1,172 3 1,061 111 1,172 5 1,066 106 1,172

16.5% 13.8% 15.8% -3.5% 20.3% 17.2% 10.0% 16.1% 25.0% 17.2% 9.8% 16.1% 41.7% 17.3% 9.5% 16.1%

1 0.5% 0 1 0.5% 0 1 0.5% 0 1 0.5%
沖縄 181 1 182 9 0 190 1 191 0 190 1 191 0 190 1 191

3.2% 0.1% 2.5% -10.6% 0.0% 3.1% 0.1% 2.6% 0.0% 3.1% 0.1% 2.6% 0.0% 3.1% 0.1% 2.6%

915 23.4% 42 1,252 15.6% 5 1,257 15.5% 8 1,265 15.3%
全国　計 5,651 1,729 7,380 -85 69 6,153 1,139 7,292 12 6,165 1,127 7,292 12 6,177 1,115 7,292

▲ 12 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

＊　　　斜体の数字は自由化団地の内、シェア５０％超（事後監視対象）の団地数 ＊＊＊　旧簡易ガス団地が廃止された数及び指定団地・自由化団地の内訳は把握していない。

＊＊　下段のパーセンテージは全国計に占める割合 【出典：生産動態統計 ほか】

解除見込み
自由化
団地

団地 計

経過措置指定団地の2020年3月解除及び6月解除予定並びに9月解除見込み

解除予定
自由化
団地

団地 計解除
自由化
団地

団地 計

2020年9月1日見込
（2019年9月生産動態統計BASE）

自由化
団地

団地 計
供給地点群

数
の増減

2020年3月1日見込
（2019年9月生産動態統計BASE）

2020年6月1日見込
（2019年9月生産動態統計BASE）

2017年3月31日

2020年3月16日

（一社）日本コミュニティーガス協会
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2020 年 3月 5 日 

一般社団法人 日本コミュニティーガス協会 

 

 2020 年度「ガス警報器等設置促進運動」及び 

「保安点検・検査推進運動」の実施について 

 

 

標記の運動をそれぞれの実施要綱に従って下記の通り実施する。 

 

 「ガス警報器等設置促進運動」 「保安点検・検査推進運動」 

①実施期間 4 月～翌年 3 月（通年） 4 月～翌年 3 月（通年） 

②重点期間 

 
原則として 8 月中 
各支部の実状にあった期間を設定して

重点的に運動を行う。 

 
原則として 6～8 月 
保安向上キャンペーン期間中（6～8
月）を重点期間とし、同キャンペー

ンと併せて運動を行うことにより、

ガス工作物の保安と事故防止を図

る。 
 

 
③運動の内容 

重点普及対象需要家及び一般普及対象

需要家に対して、ガス警報器の設置促

進を図るとともに、平成 16 年の消防法

改正で義務化された火災警報器の設置

にあわせ、複合型警報器の設置促進に

努める。 
 

ガス工作物の点検及び検査を行う。

点検及び検査実施項目は実施要綱に

よる。 
立入検査での法令違反セロに向け

て、保安規程に基づき確実に点検・検

査を実施する。 
 

④実施結果の 
報告期限 

会員事業者→協会支部宛報告 
2021 年 4 月末日まで 

会員事業者→協会支部宛報告 
2021 年 4 月末日まで 

 
その他 

 
＊各支部においては、会員事業者に対して両運動実施の徹底を要請し、保安向上の

ために実効のある運動を展開されるよう協力をお願いする。 
＊ガス警報器等設置促進運動及び保安点検・検査促進運動については、促進運動用

ポスター等を制作する。 
＊これらの運動とは別に、保安運動の一つとしての「保安向上キャンペーン」に

おいてテーマを定め、集中的に周知・啓発を実施するため、チラシ又はポスタ

ーを制作する。） 
 

以 上 
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支 部 名 開催予定日 開  催  予  定  場  所 

北 海 道 ５／２０（水） 札幌市   ホテルモントレエーデルホフ札幌  

東   北 ５／２６（火） 仙台市   ホテルメトロポリタン仙台 

関   東 ５／１９（火） 千代田区  KKR ホテル東京 

東   海 ５／２０（水） 名古屋市  名鉄ニューグランドホテル 

北   陸 ５／１３（水） 金沢市   ホテル金沢 

近   畿 ５／１９（火） 大阪市   大阪新阪急ホテル 

中   国 ５／２１（木） 広島市   広島グランドインテリジェントホテル 

四   国 ５／１３（水） 高松市   高松東急 REI ホテル 

九   州 ５／２０（水） 福岡市   八仙閣 

沖   縄 ５／１９（火） 那覇市   沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

本   部 
５／１５（金） 第３６９回理事会 

６／１８（木） 千代田区 霞山会館 

 

 

202 0 年度本・支部総会日程  
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2020 年度本・支部総会日程一覧  

5 月 12日（火） 13日（水） 14日（木） 15日（金） 18日（月） 19日（火） 20日（水） 21日（木） 26日（火） 6/18（木） 

北海道       ●    

東北         ●  

関東      ●     

東海       ●    

北陸  ●         

近畿      ●     

中国        ●   

四国  ●         

九州       ●    

沖縄      ●     

本部 ▲業務  ▲技術 ▲理事会      ● 



 

業 務 委 員 会 関 係 

2019年度 第5回（2020/1/16） 

審 議 概 要 

 

 

Ⅰ 審議事項 

（１）2020 年度事業計画案（業務関連）、具体的な普及促進取組案について 

表記について、業務部の事業計画案について事務局より説明した。 

 

（２）2020 お客様クイズキャンペーンについて 

具体的な取組みの１つである「お客様クイズキャンペーン」について、資料を基

に説明した。また、協会の予算面から参加事業者を募った結果で実施の有無を判断

することも説明した。 

 

Ⅱ 報告事項 

（１）ガス事業制度検討ＷＧ（第11回）について 

ガスシステム改革の現状と今後の課題の審議概要について、事務局より説明した。 

 

（２）経過措置料金規制指定団地の指定解除について 

2020 年 6 月 1 日までに見込まれる指定団地数・自由化団地数及び特別な事後監

視対象団地数の推移について事務局より説明した。 

 

（３）ガスの適正な取引の確保について 

電力・ガス取引監視等委員会から、令和元年度第 1 四半期(平成 31 年 4 月～令和元

年 6 月)を対象とした「特別な事後監視」の結果公表について、事務局より説明した。 

 

（４）標準係数の改定について 

資料に基づき、ガス市場整備室との打合せ経過を説明した。また、ガス市場整備

室からは「値上げの結論になる」「使用する可能性が少ない」だけでは見直さない理

由としては弱いため、改定したほうが良いとの希望であった。よって、最低限の改

定で進める方向ですすめることを説明した。 

 

（５）営業事例収集紹介の進捗状況について 

営業事例収集紹介実績の進捗状況について事務局より説明した。 

 

（６）感謝クイズキャンペーンの進捗状況について 

「感謝クイズキャンペーン」の最終申し込み状況（応募総数：7,285 通、有効正解者

数 6,924 通）を報告した。資料の通り、地区毎の応募正解者数の割合により本日の理事

会で抽選会を実施することを説明した。 
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（７）コラボ活動について 

「第 13 回親子クッキングコンテスト」の全国大会の開催概要、「ネット・ゼロ・エ

ネルギーハウス（ZEH）支援事業」の調査発表会、「エネファーム全国普及推進説明

会」開催について、事務局より説明した。 

 

（８）事業用原料の需給・価格変動等について 

事業用原料の需給・価格動向等（海外マーケット動向）について、 安澤委員よ

り説明された。 

 

（９）その他 

特になし。 

 

以 上 
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技 術 委 員 会 関 係 

2019 年度 第 5回(R2/1/16) 

審 議 概 要 

 

 １．事故事例研究 

   以下の事故につき、関係支部委員からの報告をもとに、原因の分析、再発防止対策等事例

研究を行った。 

① 9 月 27 日北海道支部で発生した他社工事内管折損によるガス漏えいに伴う火災事故 

② 10 月 29 日九州支部で発生した他社工事による導管損傷に伴う火災事故 

③ 11 月 10 日九州支部で発生した水道管破裂による差し水に伴う供給支障事故 

 

 ２．2019 年「コミュニティーガス事業のガス事故発生状況」（中間報告）について  

   事務局より標記ガス事故発生状況について中間報告した。 

  ① 2019 年のガス事故発生件数は 17 件で、前年（40 件）より 23 件と大幅に減少した。 

  ② 各段階別事故状況 

   ・製造段階 1 件（前年 9 件）、供給段階 15 件（前年 16 件） 

    消費段階 1 件（前年 15 件）、人的被害 負傷（酸欠）2 名（作業員） 

 

 ３．ガス事業制度検討 WG（第 11回）の概要について  

   事務局より標記検討 WG の審議概要について報告した。 

  ① LNG 基地の第三者利用に関する報告について 

  ② 熱量バンド制に関する検討について 

 

 ４．今後の台風・豪雨対応の向上に向けた取組（情報収集体制の整備）について 

   事務局より標記の取組について説明した。 

  ① 今後の台風・豪雨時に実施が必要な事項 

  ② ①を実施するために、下記事項について明確化を図る。 

   ・臨時の情報収集・報告対応の発動条件 

   ・報告経路 

   ・報告対象、単位、様式 等 

 

 ５．ガス事業法手続の電子化について 

   事務局よりガス事業法に基づく手続きの電子届出が 2020 年 1 月より開始されること、並

びに対象となる届出事項について説明した。 

  

 ６．2020 年度事業計画（技術・保安）（案）について （審議事項） 

   2020 年度事業計画（案）を事務局より説明し、委員の了承を得た。 

  ① 保安規制遵守のための周知・啓発 

  ② ガス安全高度化計画のフォロー・対応 
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  ③ 技術・保安水準の向上 

・ガス事故防止対策 

   ・経年管対策 

   ・防災体制の整備・充実 

 

 ７．2020 年度保安向上キャンペーン（案）について（審議事項） 

   事務局より標記キャンペーン（案）について説明し、委員の了承を得た。 

   2020 年度のテーマを下記のとおりとし、会員への協力・実施の周知等を図る。 

   ・「他社工事事故の防止」及び「導管工事の安全施工」 

以上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１月度）  

 

（２月度）  なし  

 

 

 

以 上 

管轄局 
事 業 者 名 

代 表 者 名 

（〒  ） 

所  在  地 
登録年月日 

中国 
㈱カロスアウラ 

代表取締役 吉国 光和 

〒700-0956 

岡山県岡山市南区当新田 444 番地 7 
2020 年 1 月 1 日 

事業者登録状況について  

（ 2020 年 1 ,2 月度）  
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　　　　　　　　（令和元年１１月分） 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

電 力 ・ ガ ス 事 業 部

ガ ス 市 場 整 備 室

ガス事業生産動態統計の概況
（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））

（３）総生産量（販売量）

（２）需要家メーター取付数等

令和元年１１月分のガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。）の総生産量（販売量）は、１０，４４
７，７８５ となり、対前年同月比９５．４％、調定数は、対前年同月比９９．１％、平均販売量は、対前年同月比９６．３％だった。

（１）供給地点群数等

　総生産量（販売量）は、１０，４４７，７８５ で、そのうち家庭用は、９，６６２，７５６ （構成比９２．５％）となっている。

需要家メーター取付数は、１，３４１，０９９個（対前年同月比９９．４％）、調定数は、１，１１９，５１５件（対前年同月比９９．１％）、そのうち家庭用
メーター取付数は、１，３２９，４７５個、調定数は、１，１１０，４２５件である。
メーター取付数は、全体で対前月３３８個の減少（対前月比１００．０％）、調定数は、対前月５８９件の増加（対前月比１００．１％）であった。

供給地点群数及び供給地点数は、それぞれ７，３０１（対前月より地点群増減なし、対前年同月比９９．５％）、１，８２５，０３４（対前月より７０地点増加、
対前年同月比９９．７％）となった。

－1－
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（令和元年１１月分）

（ ／月）　

家　庭　用　 総　販　売　量　 平成３０年１１月　 令和元年１１月　 対前年同月比（％）　

北　海　道 109.28  108.65  7.20  7.90  109.69  

東　北 97.28  97.35  10.31  10.14  98.36  

関　東 96.99  97.09  10.86  10.63  97.83  

中　部 94.16  94.37  11.16  10.57  94.71  

北　陸 95.61  95.85  8.22  8.02  97.65  

近　畿 92.31  92.31  9.62  8.95  93.05  

中　国 93.47  93.71  9.70  9.23  95.13  

四　国 91.68  91.66  8.59  8.02  93.39  

九　州 90.39  90.90  8.73  8.05  92.18  

沖　縄 93.54  93.30  5.93  5.43  91.59  

全　国 95.15  95.44  9.69  9.33  96.33  

＊　　＊　　＊　　平　　均　　販　　売　　量　　＊　　＊　　＊

生産量（販売量）対前年同月比（％） 　平　均　販　売　量
経済産業局名

－2－



注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。

総括表

項目／経済産業局名 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合　　計

供給地点群数 342 611 2,086 647 281 1,008 613 350 1,172 191 7,301
( 21 ) ( 21 )

供給地点数 141,845 155,961 526,499 173,718 59,164 218,198 142,090 71,891 302,732 32,936 1,825,034
( 4,030 ) ( 4,030 )

原料 い号 ろ号 合計

月始在庫量

　液化石油ガス （㎏） 5,745,464 7,720 5,753,184

  圧縮天然ガス （ ） 0

受入量
　液化石油ガス （㎏） 1,512,596 2,165,081 7,692,128 2,563,763 529,105 2,523,610 1,606,528 795,074 3,727,851 325,679 23,401,269 40,146 23,441,415

  圧縮天然ガス （ ） 47,769 47,769

消費量
　液化石油ガス （㎏） 8,865,011 35,491 8,900,502

  圧縮天然ガス （ ） 0

過欠補正
　液化石油ガス （㎏） -176,903 -3,942 -180,845

  圧縮天然ガス （ ） 0

月末在庫量

　液化石油ガス （㎏） 5,969,623 6,400 5,976,023

  圧縮天然ガス （ ） 0

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,528 113,312 382,430 127,515 38,732 155,996 95,718 56,944 229,104 32,196 1,329,475
( 3,465 ) ( 3,465 )

　　　　調定数 82,909 94,179 327,306 107,917 29,258 123,085 77,848 43,785 194,922 29,216 1,110,425
( 2,993 ) ( 2,993 )

商業用　取付数 1,616 1,376 3,453 586 180 697 297 135 662 13 9,015
( 20 ) ( 20 )

　　　　調定数 1,021 1,035 2,722 486 147 583 235 77 596 10 6,912

( 20 ) ( 20 )

その他　取付数 505 329 404 162 87 263 280 23 541 15 2,609

　　　　調定数 413 289 345 135 67 209 229 18 463 10 2,178

計　　取　付　数 99,649 115,017 386,287 128,263 38,999 156,956 96,295 57,102 230,307 32,224 1,341,099

( 3,485 ) ( 3,485 )

計　　調　定　数 84,343 95,503 330,373 108,538 29,472 123,877 78,312 43,880 195,981 29,236 1,119,515

( 3,013 ) ( 3,013 )

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 552,529 839,808 3,206,441 1,087,111 211,484 1,057,772 696,049 346,913 1,507,840 156,809 9,662,756

( 49,054 ) ( 49,054 )

　商　　業　　用 54,795 93,472 255,586 50,011 17,357 31,891 13,249 2,256 29,319 1,368 549,304

( 1,350 ) ( 1,350 )

　そ　　の　　他 58,864 35,244 48,324 10,248 7,667 19,165 13,200 2,708 39,623 682 235,725

計 666,188 968,524 3,510,351 1,147,370 236,508 1,108,828 722,498 351,877 1,576,782 158,859 10,447,785

( 50,404 ) ( 50,404 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１１月分）＊＊＊

－3－



地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））　注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
項目／都道府県名 北海道 青　森 岩　手 宮　城 秋　田 山　形 福　島 茨　城 栃　木 群　馬

供給地点群数 342 73 102 136 19 101 180 302 171 168

供給地点数 141,845 21,829 25,567 36,677 2,285 26,575 43,028 87,944 43,773 38,476

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏） 1,512,596 237,602 310,048 606,852 27,315 406,183 577,081 1,015,979 775,069 583,376

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,528 19,073 19,374 26,371 1,982 18,310 28,202 54,306 31,662 29,316

　　　　調定数 82,909 14,945 15,294 22,463 1,618 15,438 24,421 45,321 26,016 23,785

商業用　取付数 1,616 503 114 124 4 396 235 215 363 170

　　　　調定数 1,021 351 86 114 4 324 156 170 275 126

その他　取付数 505 117 74 41 1 30 66 79 58 32

　　　　調定数 413 101 65 39 1 27 56 67 48 20

計　　取　付　数 99,649 19,693 19,562 26,536 1,987 18,736 28,503 54,600 32,083 29,518

計　　調　定　数 84,343 15,397 15,445 22,616 1,623 15,789 24,633 45,558 26,339 23,931

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 552,529 87,569 132,731 249,077 11,493 125,071 233,867 453,479 261,789 217,063

　商　　業　　用 54,795 12,876 3,566 15,097 17 47,580 14,336 6,877 86,050 52,237

　そ　　の　　他 58,864 1,920 3,210 2,942 0 9,769 17,403 8,592 2,635 9,294

計 666,188 102,365 139,507 267,116 11,510 182,420 265,606 468,948 350,474 278,594

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１１月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
埼　玉 千　葉 東　京 神奈川 新　潟 長　野 山　梨 静　岡 富　山 石　川

443 218 63 233 34 151 115 255 153 126
( 21 )

135,123 59,928 11,438 55,297 10,100 26,825 19,613 51,166 24,502 34,479
( 4,030 )

2,201,527 748,474 213,511 884,781 101,474 446,591 247,812 617,615 214,389 313,916

47,769

101,417 39,899 9,517 45,421 8,568 20,539 15,731 36,046 16,902 21,647
( 3,465 )

91,316 35,532 8,434 39,708 7,313 16,100 12,416 28,997 12,958 16,170
( 2,993 )

552 61 4 339 211 1,344 99 116 49 131
( 20 )

432 54 4 252 175 1,100 54 95 43 104
( 20 )

88 42 1 27 18 9 12 47 12 75

81 39 1 21 18 6 9 43 7 60

102,057 40,002 9,522 45,787 8,797 21,892 15,842 36,209 16,963 21,853
( 3,485 )

91,829 35,625 8,439 39,981 7,506 17,206 12,479 29,135 13,008 16,334
( 3,013 )

957,379 375,526 89,379 377,706 40,645 135,834 104,405 255,565 85,898 125,062
( 49,054 )

24,127 4,948 1,350 14,346 6,235 49,857 6,082 3,668 6,098 11,259
( 1,350 )

10,491 5,866 0 911 326 3,943 797 5,597 5 7,662

991,997 386,340 90,729 392,963 47,206 189,634 111,284 264,830 92,001 143,983
( 50,404 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１１月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
福　井 愛　知 岐　阜 三　重 大　阪 兵　庫 滋　賀 京　都 奈　良 和歌山

60 191 184 207 97 222 255 154 90 130

12,752 35,629 48,526 76,562 20,009 48,446 52,197 28,748 25,465 30,581

123,865 531,942 744,258 1,144,282 247,936 533,623 622,066 414,679 283,973 297,468

8,406 29,464 35,219 53,023 15,991 35,688 35,542 21,889 18,052 20,428

6,288 24,758 30,145 45,512 11,755 27,240 29,556 17,965 14,243 16,038

74 172 254 139 23 166 225 124 16 69

72 125 221 125 19 111 190 120 10 61

7 32 34 87 50 51 52 61 11 31

7 17 31 79 26 43 45 56 7 25

8,487 29,668 35,507 53,249 16,064 35,905 35,819 22,074 18,079 20,528

6,367 24,900 30,397 45,716 11,800 27,394 29,791 18,141 14,260 16,124

51,305 233,607 303,385 488,314 102,452 236,345 258,589 155,674 131,794 121,613

2,661 5,628 32,922 11,270 446 8,070 6,024 12,015 302 2,373

20 1,482 2,393 6,245 9,743 1,379 323 4,296 826 2,578

53,986 240,717 338,700 505,829 112,641 245,794 264,936 171,985 132,922 126,564

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１１月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
鳥　取 島　根 岡　山 広　島 山　口 徳　島 香　川 愛　媛 高　知 福　岡

65 82 167 209 90 87 81 107 75 556

13,973 12,384 30,760 68,852 16,121 16,173 14,577 20,302 20,839 144,087

140,982 144,590 298,527 842,836 179,593 185,658 134,246 237,588 237,582 1,863,485

8,596 8,737 20,651 45,043 12,691 12,510 11,946 16,540 15,948 111,932

7,029 7,513 15,902 37,744 9,660 9,696 8,179 13,058 12,852 94,866

41 4 67 174 11 17 2 93 23 172

37 4 53 133 8 15 1 44 17 168

59 22 17 153 29 1 4 8 10 146

47 21 13 137 11 1 1 7 9 137

8,696 8,763 20,735 45,370 12,731 12,528 11,952 16,641 15,981 112,250

7,113 7,538 15,968 38,014 9,679 9,712 8,181 13,109 12,878 95,171

54,649 64,530 128,355 368,157 80,358 76,139 56,380 99,167 115,227 755,028

1,370 562 1,878 9,386 53 528 47 813 868 13,303

5,547 1,101 225 5,455 872 0 1,309 88 1,311 4,503

61,566 66,193 130,458 382,998 81,283 76,667 57,736 100,068 117,406 772,834

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１１月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
佐　賀 長　崎 熊　本 大　分 宮　崎 鹿児島 沖　縄 合　計

64 117 94 78 136 127 191 7,301
( 21 )

9,928 40,014 19,748 20,923 26,076 41,956 32,936 1,825,034
( 4,030 )

131,590 522,739 214,146 206,291 283,016 506,584 325,679 23,441,415

47,769

7,299 29,450 14,744 13,408 19,862 32,409 32,196 1,329,475
( 3,465 )

5,993 25,283 12,429 11,645 16,262 28,444 29,216 1,110,425
( 2,993 )

7 57 19 45 26 336 13 9,015
( 20 )

7 52 17 38 19 295 10 6,912
( 20 )

10 74 10 24 53 224 15 2,609
( 0 )

9 68 6 13 45 185 10 2,178
( 0 )

7,316 29,581 14,773 13,477 19,941 32,969 32,224 1,341,099
( 3,485 )

6,009 25,403 12,452 11,696 16,326 28,924 29,236 1,119,515
( 3,013 )

48,978 201,220 95,897 82,574 107,952 216,191 156,809 9,662,756
( 49,054 )

129 3,229 698 1,743 750 9,467 1,368 549,304
( 1,350 )

87 1,868 71 2,752 16,496 13,846 682 235,725
( 0 )

49,194 206,317 96,666 87,069 125,198 239,504 158,859 10,447,785
( 50,404 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１１月分）＊＊＊
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　　　　　　　　（令和元年１２月分） 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁

電 力 ・ ガ ス 事 業 部

ガ ス 市 場 整 備 室

ガス事業生産動態統計の概況
（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））

（３）総生産量（販売量）

（２）需要家メーター取付数等

令和元年１２月分のガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。）の総生産量（販売量）は、１３，５５
５，９９１ となり、対前年同月比９９．７％、調定数は、対前年同月比９９．１％、平均販売量は、対前年同月比１００．６％だった。

（１）供給地点群数等

　総生産量（販売量）は、１３，５５５，９９１ で、そのうち家庭用は、１２，５８９，３７０ （構成比９２．９％）となっている。

需要家メーター取付数は、１，３４１，２４７個（対前年同月比９９．５％）、調定数は、１，１１９，６８５件（対前年同月比９９．１％）、そのうち家庭用
メーター取付数は、１，３２９，６１７個、調定数は、１，１１０，５９２件である。
メーター取付数は、全体で対前月１４８個の増加（対前月比１００．０％）、調定数は、対前月１７０件の増加（対前月比１００．０％）であった。

供給地点群数及び供給地点数は、それぞれ７，３０４（対前月より３地点群増加、対前年同月比９９．６％）、１，８２４，８６８（対前月より１６６地点減少、
対前年同月比９９．７％）となった。

－1－

　　　　　
資料ＮＯ.12-2  



（令和元年１２月分）

（ ／月）　

家　庭　用　 総　販　売　量　 平成３０年１２月　 令和元年１２月　 対前年同月比（％）　

北　海　道 107.03  105.53  10.77  11.47  106.52  

東　北 98.70  98.82  12.42  12.38  99.64  

関　東 101.92  101.50  13.29  13.59  102.21  

中　部 97.73  98.03  13.87  13.64  98.32  

北　陸 99.46  100.06  10.09  10.28  101.95  

近　畿 98.77  98.95  11.70  11.68  99.87  

中　国 96.58  96.62  12.58  12.34  98.06  

四　国 96.50  96.43  10.62  10.42  98.16  

九　州 97.28  97.50  10.68  10.55  98.80  

沖　縄 102.38  101.94  6.63  6.63  100.03  

全　国 99.72  99.69  12.04  12.11  100.58  

＊　　＊　　＊　　平　　均　　販　　売　　量　　＊　　＊　　＊

生産量（販売量）対前年同月比（％） 　平　均　販　売　量
経済産業局名

－2－



注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。

総括表

項目／経済産業局名 北海道 東北 関東 中部 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合　　計

供給地点群数 342 612 2,087 647 281 1,008 613 351 1,172 191 7,304
( 21 ) ( 21 )

供給地点数 141,114 156,175 526,593 173,732 59,164 218,188 142,055 72,031 302,729 33,087 1,824,868
( 4,030 ) ( 4,030 )

原料 い号 ろ号 合計

月始在庫量

　液化石油ガス （㎏） 5,841,204 6,400 5,847,604

  圧縮天然ガス （ ） 0

受入量
　液化石油ガス （㎏） 2,226,097 2,775,336 10,556,862 3,775,585 747,748 3,822,490 2,419,866 1,159,458 5,432,212 398,213 33,262,021 51,846 33,313,867

  圧縮天然ガス （ ） 61,529 61,529

消費量
　液化石油ガス （㎏） 11,821,316 45,742 11,867,058

  圧縮天然ガス （ ） 0

過欠補正
　液化石油ガス （㎏） -328,341 -918 -329,259

  圧縮天然ガス （ ） 0

月末在庫量

　液化石油ガス （㎏） 6,578,676 7,280 6,585,956

  圧縮天然ガス （ ） 0

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,544 113,512 382,496 127,468 38,681 155,890 95,645 56,934 229,012 32,435 1,329,617
( 3,465 ) ( 3,465 )

　　　　調定数 82,808 94,338 327,441 108,038 29,241 122,948 77,795 43,785 194,927 29,271 1,110,592
( 2,982 ) ( 2,982 )

商業用　取付数 1,611 1,376 3,450 587 179 701 298 135 664 13 9,014
( 20 ) ( 20 )

　　　　調定数 1,019 1,039 2,727 488 146 591 235 79 597 10 6,931

( 20 ) ( 20 )

その他　取付数 504 334 403 162 87 263 282 23 543 15 2,616

　　　　調定数 414 287 321 135 67 214 231 18 465 10 2,162

計　　取　付　数 99,659 115,222 386,349 128,217 38,947 156,854 96,225 57,092 230,219 32,463 1,341,247

( 3,485 ) ( 3,485 )

計　　調　定　数 84,241 95,664 330,489 108,661 29,454 123,753 78,261 43,882 195,989 29,291 1,119,685

( 3,002 ) ( 3,002 )

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 782,736 1,012,966 4,169,897 1,404,730 272,211 1,382,853 926,495 450,895 1,994,119 192,468 12,589,370

( 63,531 ) ( 63,531 )

　商　　業　　用 80,992 118,649 260,452 61,937 19,665 37,737 15,645 2,609 31,077 1,485 630,248

( 1,820 ) ( 1,820 )

　そ　　の　　他 102,422 52,579 59,432 15,242 11,011 24,871 23,566 3,820 43,217 213 336,373

計 966,150 1,184,194 4,489,781 1,481,909 302,887 1,445,461 965,706 457,324 2,068,413 194,166 13,555,991

( 65,351 ) ( 65,351 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１２月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））　注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
項目／都道府県名 北海道 青　森 岩　手 宮　城 秋　田 山　形 福　島 茨　城 栃　木 群　馬

供給地点群数 342 73 103 136 19 101 180 302 171 168

供給地点数 141,114 21,827 25,783 36,677 2,285 26,575 43,028 87,944 43,773 38,462

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏） 2,226,097 271,456 369,258 799,953 34,743 535,339 764,587 1,410,428 908,189 686,379

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数 97,544 19,054 19,607 26,372 1,980 18,300 28,199 54,307 31,660 29,309

　　　　調定数 82,808 14,933 15,416 22,447 1,611 15,447 24,484 45,351 26,039 23,769

商業用　取付数 1,611 503 114 124 4 396 235 213 363 170

　　　　調定数 1,019 353 86 114 4 325 157 166 274 124

その他　取付数 504 118 78 41 1 30 66 79 57 32

　　　　調定数 414 100 65 39 1 26 56 67 48 23

計　　取　付　数 99,659 19,675 19,799 26,537 1,985 18,726 28,500 54,599 32,080 29,511

計　　調　定　数 84,241 15,386 15,567 22,600 1,616 15,798 24,697 45,584 26,361 23,916

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用 782,736 102,273 155,191 303,411 14,314 150,597 287,180 580,565 324,433 277,411

　商　　業　　用 80,992 16,735 3,963 20,274 21 61,219 16,437 8,846 85,567 33,276

　そ　　の　　他 102,422 2,689 3,935 5,897 0 12,332 27,726 9,905 2,607 9,874

計 966,150 121,697 163,089 329,582 14,335 224,148 331,343 599,316 412,607 320,561

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１２月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
埼　玉 千　葉 東　京 神奈川 新　潟 長　野 山　梨 静　岡 富　山 石　川

443 218 63 233 34 151 115 256 153 126
( 21 )

135,127 59,929 11,439 55,291 10,100 26,825 19,613 51,274 24,502 34,479
( 4,030 )

2,987,803 1,268,241 296,091 1,228,254 166,447 608,115 340,024 883,460 322,269 421,979

61,529

101,409 39,917 9,510 45,425 8,569 20,539 15,719 36,121 16,882 21,616
( 3,465 )

91,327 35,562 8,436 39,721 7,326 16,116 12,410 29,036 12,966 16,143
( 2,982 )

550 61 4 339 211 1,346 99 115 49 130
( 20 )

433 54 4 252 176 1,111 54 94 43 103
( 20 )

88 42 1 27 18 9 12 47 12 75

81 39 1 21 18 6 9 16 7 60

102,047 40,020 9,515 45,791 8,798 21,894 15,830 36,283 16,943 21,821
( 3,485 )

91,841 35,655 8,441 39,994 7,520 17,233 12,473 29,146 13,016 16,306
( 3,002 )

1,279,983 494,103 124,724 493,443 55,301 166,676 126,634 330,839 111,474 160,038
( 63,531 )

29,315 6,618 1,181 15,646 7,214 62,190 7,786 2,976 6,251 13,414
( 1,820 )

13,396 6,542 1 959 997 5,131 1,018 9,255 11 11,000

1,322,694 507,263 125,906 510,048 63,512 233,997 135,438 343,070 117,736 184,452
( 65,351 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１２月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
福　井 愛　知 岐　阜 三　重 大　阪 兵　庫 滋　賀 京　都 奈　良 和歌山

60 191 184 207 97 222 255 154 90 130

12,752 35,630 48,526 76,575 20,009 48,436 52,197 28,748 25,465 30,581

181,040 774,675 1,076,467 1,701,374 390,205 797,629 930,997 597,175 468,159 457,285

8,400 29,458 35,221 52,983 15,958 35,678 35,499 21,884 18,049 20,422

6,279 24,776 30,201 45,541 11,732 27,299 29,582 17,978 14,074 16,004

74 172 255 139 23 167 226 123 16 72

74 125 223 125 19 113 191 120 10 64

7 32 34 87 50 51 52 61 11 31

7 17 31 79 26 48 45 56 7 25

8,481 29,662 35,510 53,209 16,031 35,896 35,777 22,068 18,076 20,525

6,360 24,918 30,455 45,745 11,777 27,460 29,818 18,154 14,091 16,093

62,008 303,270 389,266 628,678 136,702 297,881 349,691 205,311 174,706 156,554

2,781 7,068 38,005 16,701 721 9,121 7,157 15,223 334 2,400

17 2,850 3,410 8,729 10,867 2,218 860 6,948 798 3,163

64,806 313,188 430,681 654,108 148,290 309,220 357,708 227,482 175,838 162,117

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１２月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
鳥　取 島　根 岡　山 広　島 山　口 徳　島 香　川 愛　媛 高　知 福　岡

65 82 167 209 90 88 81 107 75 556

13,973 12,384 30,761 68,816 16,121 16,313 14,577 20,302 20,839 144,087

214,991 202,544 471,165 1,260,956 270,210 265,410 197,231 329,391 367,426 2,765,551

8,590 8,735 20,647 44,968 12,705 12,507 11,945 16,535 15,947 111,859

7,036 7,517 15,907 37,665 9,670 9,682 8,171 13,065 12,867 94,898

41 4 68 174 11 17 2 93 23 173

36 4 54 133 8 15 1 46 17 169

60 22 17 154 29 1 4 8 10 146

47 21 13 139 11 1 1 7 9 137

8,691 8,761 20,732 45,296 12,745 12,525 11,951 16,636 15,980 112,178

7,119 7,542 15,974 37,937 9,689 9,698 8,173 13,118 12,893 95,204

68,826 81,560 178,075 496,855 101,179 97,553 72,476 127,099 153,767 1,015,493

1,869 691 2,393 10,630 62 607 43 893 1,066 11,887

11,845 1,135 445 8,357 1,784 0 2,342 67 1,411 6,288

82,540 83,386 180,913 515,842 103,025 98,160 74,861 128,059 156,244 1,033,668

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１２月分）＊＊＊
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地区別表 （ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））
項目／都道府県名

供給地点群数

供給地点数

原　料　受入量
　液化石油ガス （㎏）

圧縮天然ガス （ ）

需要家メーター数 （個）

家庭用　取付数

　　　　調定数

商業用　取付数

　　　　調定数

その他　取付数

　　　　調定数

計　　取　付　数

計　　調　定　数

生産量（販売量） （ ）

　家　　庭　　用

　商　　業　　用

　そ　　の　　他

計

（ガス小売事業（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。））注1．（　）内は圧縮天然ガス。内数である。
佐　賀 長　崎 熊　本 大　分 宮　崎 鹿児島 沖　縄 合　計

64 117 94 78 136 127 191 7,304
( 21 )

9,928 40,014 19,749 20,923 26,072 41,956 33,087 1,824,868
( 4,030 )

168,080 802,680 306,525 291,417 392,470 705,489 398,213 33,313,867

61,529

7,296 29,429 14,745 13,410 19,856 32,417 32,435 1,329,617
( 3,465 )

5,975 25,289 12,432 11,638 16,247 28,448 29,271 1,110,592
( 2,982 )

7 58 19 45 25 337 13 9,014
( 20 )

7 53 17 38 19 294 10 6,931
( 20 )

10 76 10 24 53 224 15 2,616
( 0 )

9 70 6 13 45 185 10 2,162
( 0 )

7,313 29,563 14,774 13,479 19,934 32,978 32,463 1,341,247
( 3,485 )

5,991 25,412 12,455 11,689 16,311 28,927 29,291 1,119,685
( 3,002 )

61,214 273,435 120,314 106,934 142,700 274,029 192,468 12,589,370
( 63,531 )

157 4,537 873 2,097 929 10,597 1,485 630,248
( 1,820 )

108 2,472 81 2,820 17,974 13,474 213 336,373
( 0 )

61,479 280,444 121,268 111,851 161,603 298,100 194,166 13,555,991
( 65,351 )

＊＊＊ガス事業生産動態統計集計表(令和元年１２月分）＊＊＊
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